
下野市国民健康保険税条例の一部改正について（30.3議決） 

 

議案名 下野市国民健康保険税条例の一部改正について 

１ 概  要 1．国民健康保険法等の一部改正による国保運営の広域化に伴い、平成 30 年

度下野市国民健康保険税の税率等について見直しが必要となり、運営協議

会からの答申書（Ｈ30.1.26）に基づき改正する。 

２ 理  由 1．平成３０年度から、国民健康保険財政運営の安定化を図るため、都道府県

が財政運営や効率的な事業実施等の中心的役割を担うことになるため、所

要の改正を行うものです。また、下野市国民健康保険運営協議会の答申を

踏まえ、保険税率等の見直しを行い条例の一部を改正する。 

３ 改正内容 

第２条第１項 

   第２項 

   第３項 

   第４項 

第３条第１項 

第５条 

第５条の２ 

第６条 

第 7条の２ 

第７条の３ 

第８条 

第９条の２ 

第９条の３ 

第２３条第１項 

1．医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の税率等及び課税限

度額の改正 

                           （単位：円） 

区分 現行 改正後 比較 

医療給付分 所得割率 6.7％ 6.3％ △0.4％ 

均等割額 27,400 28,800 1,400 

平等割額 23,100 20,400 △2,700 

課税限度額 520,000 540,000 20,000 

後期高齢者

支援金等課

税額 

所得割率 2.0％ 2.2％ 0.2％ 

均等割額 8,700 9,600 900 

平等割額 7,300 6,000 △1,300 

課税限度額 170,000 190,000 20,000 

介護納付金

課税額 

所得割率 2.1％ 1.9％ △0.2％ 

均等割額 8,500 12,000 3,500 

平等割額 5,000 3,000 △2,000 

課税限度額 160,000 160,000 変更なし 

所得割計 10.8％ 10.4％ △0.4％ 

均等割・平等割計 80,000 79,800 △200 

限度額計 850,000 890,000 40,000 
 

３ 施行期日 

 

平成３０年４月１日 

資料４ 


